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 中小企業庁からの下請代金支払遅延等防止法の措置請求について 

 

中小企業庁は、当社に対して調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第４条第１項第３号（下

請代金の減額の禁止）の規定に違反する事実が認められたとして、本日、公正取引委員会に対

して、同法７条に基づく措置請求を行いました。 

 

中小企業庁が指摘する違反事実の概要は、下請事業者に該当する仕入先に対し、カタログ協

賛値引等として契約による値引きを設定することで下請代金の一部（2,739万円）を減じてい

た行為が、同法第４条第１項第３号（下請代金の減額の禁止）の規定に抵触するものであると

判断されたものです。 

 

当社としましては、今後，対象となった取引を調査・算定のうえ，仕入先に対して，減額し

た額の支払い対応を行うとともに，今後，かかる事象が発生しないよう、コンプライアンス意

識の向上と再発防止策の徹底を図り、法令順守をより一層充実させる所存であります。 

 

お客様をはじめ、お取引先各位には大変ご迷惑とご心配をお掛けしましたことを誠に申し訳

なく、心より深くお詫び申し上げます。 
以 上 


